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「
自
律
」
は
、
自
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

第
一
章

問
題
の
所
在

平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
三
月
二
七
日
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
が
改
正
さ
れ
、「
特
別
の
教
科

道
徳
」
の
学
習
指
導
要
領

が
告
示
さ
れ
た
。
戦
後
は
じ
め
て
教
科
と
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
「
道
徳
」
か
ら
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
変
更
点
が
見
ら
れ

た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
「
自
主
、
自
律
、
自
由
と
責
任
」（
小
学
校
は
「
善
悪
の
判
断
、
自
律
、
自
由
と
責
任
」）
が
、
全
二
二
個
あ
る

内
容
項
目
の
一
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
言
で
あ
る
。

自
主
、
自
律
、
自
由
と
責
任
（
1
）

（
中
学
校
）
自
律
の
精
神
を
重
ん
じ
、
自
主
的
に
考
え
、
判
断
し
、
誠
実
に
実
行
し
て
そ
の
結
果
に
責
任
を
も
つ
こ
と
。

※
（
小
学
校
）﹇
善
悪
の
判
断
、
自
律
、
自
由
と
責
任
﹈

〔
第
1
学
年
及
び
第
2
学
年
〕
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
と
の
区
別
を
し
、
よ
い
と
思
う
こ
と
を
進
ん
で
行
う
こ
と
。
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〔
第
3
学
年
及
び
第
4
学
年
〕
正
し
い
と
判
断
し
た
こ
と
は
、
自
信
を
も
っ
て
行
う
こ
と
。

〔
第
5
学
年
及
び
第
6
学
年
〕
自
由
を
大
切
に
し
、
自
律
的
に
判
断
し
、
責
任
の
あ
る
行
動
を
す
る
こ
と
。

こ
の
項
目
に
つ
い
て
文
部
科
学
省
の
解
説
（
中
学
校
）
で
は
、「
自
律
は
、
自
分
の
内
部
に
自
ら
規
律
を
作
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
自

主
は
、
外
部
に
対
し
自
分
の
力
で
決
定
す
る
こ
と
」
と
し
、「
自
ら
考
え
、
判
断
し
、
実
行
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
、「
道
徳
の
基
本
」

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
道
徳
的
価
値
の
土
台
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
冒
頭
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。一

方
で
、
明
治
時
代
の
書
籍
を
紐
解
く
と
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
律
は
道
徳
的
価
値
を
あ
ら
は
す
と
は
い
ひ
難
し
（
2
）。

よ
し
だ
く
ま
じ

こ
れ
は
、
教
育
学
者
で
あ
る
吉
田
熊
次
（
一
八
七
四
〜
一
九
六
四
）
が
、
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
発
表
し
た
「
自
律
的
行
為

と
道
徳
的
価
値
」
と
い
う
論
考
で
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
帝
国
大
学
教
授
を
勤
め
た
吉
田
に
よ
る
、
自
律
は
道
徳
的
価
値
と

は
言
え
な
い
と
い
う
主
張
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
こ
の
真
意
を
知
る
た
め
に
、「
自
律
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
議
論
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。
吉
田
に
否
定
さ
れ
た
、
こ

の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
「
道
徳
的
価
値
」
を
再
考
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。


